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前
原
光
雄
氏
提
出
學
位
請
求
論
文
審
査
報
告

法
壌
部
教
授
前
原
光
雄
氏
は
昭
和
二
十
五
年
＋
月
二
十
七
日
付
を
以
て
本
塾

大
箪
よ
り
法
學
博
士
の
學
位
を
授
輿
さ
れ
た
。
左
に
偶
げ
る
は
典
の
審
査
報

告
で
あ
る
。
（
編
集
者
）

主
論
文

滲
考
論
文

船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究

國
際
法
上
聡

　
主
論
丈
の
目
的
と
す
届
所
け
、
國
際
法
墾
者
閻
の
通
説
と
し
て
、
職
時
海
上

捕
獲
に
於
て
船
舶
の
敵
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
典
掲
揚
す
る
國
旗
つ
ま
り
船

籍
に
よ
る
と
す
る
主
義
、
即
ち
一
般
に
大
陸
主
義
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
穂

せ
ら
れ
る
も
の
の
實
膣
を
研
究
し
、
こ
の
麺
説
の
誤
で
あ
る
こ
と
を
實
離
せ
ん

と
し
た
も
の
で
あ
る
Q

　
第
一
章
序
説
に
於
て
ほ
、
國
際
法
上
「
敵
」
な
る
概
念
確
定
の
必
要
性
と
、

こ
の
概
念
の
複
難
性
並
に
こ
の
概
念
が
國
際
法
上
不
統
一
で
あ
る
賓
情
を
明
か

に
し
、
船
舶
に
つ
い
て
も
こ
の
例
に
漏
れ
ず
、
船
舶
の
敵
性
か
非
敵
性
か
を
決

定
す
る
残
準
が
、
そ
れ
ぞ
れ
國
に
よ
つ
て
異
り
、
一
般
に
英
國
主
義
と
フ
ラ
ス

ス
主
義
と
封
立
せ
し
め
て
読
明
せ
ら
れ
る
の
を
常
と
す
る
事
實
を
救
述
し
て
い

る
o
　
第
コ
章
は
こ
の
論
文
の
目
的
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
實
騰
を
明
白
に
す
る

爲
に
、
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ソ
ス
の
現
行
法
と
し
て
最
古
の
立
法

　
　
　
　
報
　
　
　
告

で
あ
る
一
六
八
一
年
の
「
海
上
法
」
（
O
民
O
β
β
即
β
8
留
鼠
冒
鶏
ぎ
①
）
か
ら
、

一
九
〇
九
年
の
「
ロ
ン
ド
ン
宣
言
」
　
（
U
o
o
置
旨
戴
o
昌
亀
■
o
β
9
⇒
）
に
至
る

ま
で
の
諸
立
法
と
、
共
聞
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
槍
所
の
貢
要
な
判
例
を

翠
げ
、
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
が
如
何
に
攣
遷
し
、
ま

た
共
實
行
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
を
研
究
し
た
結
果
、
叫
般
に
フ
ラ
ン

ス
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
の
「
ロ
ン
ド
ン
宣
言
」
第
五
七
條
第
叫
顎
に
規
定

す
る
も
の
は
、
以
上
の
時
代
を
通
じ
て
立
誼
し
得
な
い
こ
と
を
論
結
し
て
い

る
o

　
第
三
章
で
は
、
「
・
ソ
ド
ン
宣
冒
」
に
於
て
何
故
に
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
成
交
化
せ
ら
れ
た
か
、
共
理
山
を
読
明
し
、
こ
こ
に
始
め
て
フ
ラ

ン
ス
主
義
が
姿
を
覗
わ
し
た
纏
緯
を
述
べ
、
更
に
フ
ラ
ン
ス
の
國
内
立
法
と
し

て
始
め
て
フ
ラ
ン
ス
主
義
が
探
用
せ
ら
れ
た
の
は
・
一
九
＝
一
年
の
「
職
時
に

於
け
る
國
際
法
の
適
用
に
關
す
ろ
海
軍
大
臣
訓
令
」
（
ぎ
馨
旨
9
一
暮
ψ
段
一
、

碧
覧
凶
8
註
8
身
身
o
詳
岸
叶
R
嵩
註
g
巴
窪
o
緩
留
㎎
器
属
一
．
①
）
．
第
七
條
第

コ
七
號
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
U
般
に
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
所
謂
フ
ラ

ン
ス
主
義
な
る
も
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
傳
統
的
な
主
義
で
あ
る
と
は
認
め
得
な

い
と
論
断
し
て
い
る
Q

　
第
四
章
で
は
、
第
輔
次
大
職
中
に
於
て
・
フ
ラ
ン
ス
が
如
何
な
る
立
法
を
行

い
、
ま
た
如
何
に
實
行
し
た
か
を
槍
討
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
立
法
に
於
て
も

實
行
に
於
て
も
、
開
職
當
初
約
一
力
年
間
績
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
實
読
的
研
究
の
結
果
、
第
五
章
結
論
に
於
て
、

　
第
一
に
、
一
般
に
國
際
法
學
者
が
・
合
法
に
掲
揚
す
る
國
旗
を
以
て
船
舶
の

性
質
を
決
定
す
る
主
義
を
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
し
・
こ
れ
を
以
て
フ
ラ
ン
ス
の
傳

統
的
な
主
義
と
す
る
見
解
は
誤
で
あ
る
こ
と
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
七
六
九
）



　
　
　
　
報
　
　
　
告

　
第
コ
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
傳
統
的
な
主
義
は
、
寧
ろ
所
有
者
の
所
在
を
以
て
敵

性
か
非
敵
性
か
を
決
定
す
る
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
り
・
敵
の
所
有
す
る
船
舶

ほ
敵
船
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
第
一
次
大
職
前
の
實
行
で
は
、
合
法
に
非
敵
旗
を
揚

揚
す
る
船
舶
を
敵
般
と
L
て
捕
獲
し
た
到
例
は
な
い
Q
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
槍
所

に
け
・
合
法
に
非
敵
旗
を
掲
揚
す
る
が
・
共
船
舶
の
所
有
権
の
全
部
ま
た
は
叫

部
が
敵
に
周
し
た
事
件
は
未
だ
曾
て
提
起
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事

實
が
多
く
の
學
者
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
國
旗
主
義
で
あ
る
と
解
せ
し
め
る

に
至
つ
た
の
で
あ
る
o

　
第
四
に
、
　
「
ロ
ン
ド
ン
宣
言
」
第
五
七
條
第
一
項
に
爽
現
せ
ら
れ
た
フ
ラ
ソ

ス
主
義
は
、
立
法
に
於
て
も
、
實
行
に
於
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
桐
五
年
叫

O
月
一
三
日
の
命
令
以
後
は
慶
棄
せ
ら
れ
、
そ
し
て
所
有
擁
主
義
を
併
川
し
、

更
に
一
九
三
四
年
三
月
八
日
の
「
職
時
國
際
法
の
適
用
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
訓

令
」
（
一
冨
霞
琴
註
8
国
富
拷
巴
器
・
霞
一
、
碧
嘗
8
試
8
号
身
o
詳
ぎ
一
R
－

轟
自
寒
巴
窪
富
9
笏
号
瞬
岳
跨
o
）
第
三
八
條
の
規
定
に
よ
つ
て
、
フ
ラ
ン

ス
主
義
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
o

　
船
舶
の
敵
性
非
敵
性
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て
、
從
來
の
内
外
國
際
法
學
渚

の
多
勲
は
、
英
佛
爾
主
義
を
野
立
読
明
す
る
を
常
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
是
等

の
主
義
の
護
生
、
攣
遷
の
跡
を
辿
り
、
其
内
容
の
正
確
な
研
’
究
は
ま
だ
盤
さ
れ

て
い
な
い
・
其
掲
揚
す
る
國
旗
に
よ
つ
て
船
舶
の
敵
性
非
敵
性
を
決
定
す
る
の

が
フ
ラ
ン
ス
主
義
で
あ
る
と
読
く
に
止
ま
り
、
更
に
深
く
共
の
實
膣
を
明
白
に

し
た
研
究
は
・
濁
り
我
國
の
み
な
ら
ず
・
諸
外
國
の
國
際
法
學
者
の
著
述
中
に

も
殆
ん
ど
其
例
を
見
な
い
。
著
者
の
こ
の
研
究
は
、
剛
般
に
フ
ラ
ン
ス
主
義
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

構
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
實
は
フ
ラ
ン
ス
の
傳
統
的
な
主
義
で
な
く
、
甚
だ
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
七
七
〇
）

誤
解
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
及
び
到
例
に
徴
し
て
、

實
讃
的
に
立
謹
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
唱
次
大
載
前
の
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
槍
所

の
到
例
に
關
し
て
ほ
、
十
七
世
紀
ま
で
遡
つ
て
全
部
の
到
例
を
漏
ら
す
所
な
く

検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
論
文
に
よ
つ
て
從
來
の
通
説
が
完
全
に
覆
さ

れ
た
ど
は
断
言
し
得
な
い
け
れ
ど
、
有
力
な
新
説
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
こ

　
つ
と
は
、
正
営
に
認
め
ら
れ
ね
は
な
ら
な
い
o

　
其
所
論
中
、
論
擦
の
確
か
で
な
い
勲
も
あ
る
。
一
六
八
叫
年
の
「
海
上
法
」

第
五
條
の
「
委
任
を
う
け
た
船
舶
」
を
解
羅
し
て
、
捕
獲
用
私
船
存
指
す
も
の

と
す
る
が
如
き
其
一
例
で
あ
る
Q

　
次
に
フ
ラ
ン
ス
主
義
に
關
す
る
從
來
學
者
聞
の
所
説
が
、
そ
れ
を
｝
般
の
通

読
と
せ
ち
れ
る
駈
以
の
論
謹
を
、
も
つ
と
廣
く
内
外
學
者
の
著
述
に
亙
つ
て
立

て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
ま
た
そ
れ
が
通
読
と
な
つ
た
の
は
何
年
代
か
・
更
に

そ
れ
が
ど
5
し
て
一
般
涌
読
と
信
ぜ
ら
れ
る
に
至
つ
た
か
の
論
述
が
、
十
分
に

誰
さ
れ
て
い
な
い
の
ば
遺
憾
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
著
者
が
フ
ラ
ン
ス
主
義
に
關
す
る
通
読
に
野
し
、

全
然
新
研
究
を
途
げ
た
業
績
は
顯
著
で
あ
り
、
從
來
の
通
読
は
、
學
渚
聞
に
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

考
を
促
が
す
に
至
る
べ
く
、
國
際
法
學
の
研
究
に
注
目
す
べ
き
問
題
々
提
供
す
・

る
も
の
で
あ
る
o

　
最
後
に
、
蓼
考
論
文
「
國
際
法
」
（
上
雀
）
は
、
碧
渚
の
國
際
法
摯
に
關
す

る
十
分
の
學
殖
を
読
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
Q

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
著
溜
の
研
究
業
績
並
に
其
學
殖
は
、
著
者
に
法
學
博

士
の
學
位
を
授
け
る
に
至
當
な
る
も
の
と
認
め
る
Q

　
　
昭
利
二
十
五
年
九
刀
八
日



審
査

委
員

慶
癒
義
塾
大
學
名
巻
教
授

　
　
法
學
博
士
板
倉
卓
慧

慶
感
義
塾
大
撃
名
答
教
授

　
　
法
學
博
士
西
本
辰
之
助

慶
感
義
塾
大
學
法
學
部
教
授

　
　
法
學
博
士
小
池
隆
一

報

告

五
九

（
七
七
一
）


